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１ 食品取扱施設の監視指導実施結果（立入検査） 

（１） 区役所保健福祉センター（保健所支所） 

   各区の食品衛生監視員が食品衛生法や関係条例、その他衛生基準の適合状況等を検査

し、衛生的な取扱い状況等について監視指導を行いました。 

（２） 市場食品衛生検査所 

   市場食品衛生検査所の食品衛生監視員は、早朝監視等を行い、有毒魚等の流通を未然に

防止し、流通拠点施設における不良食品の排除に努めました。 

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

Ａ(年２回) ２２５ ４５０ ４９０ １０８．９％

Ｂ(年１回) １４，３０３ １４，３０３ １２，４８９ ８７．３％

Ｃ(実情に応じて) １３，０６６ ２，６２５ ４，６７３ １７８．０％

合 計 ２７，５９４ １７，３７８ １７，６５２ １０１．６％

レベル 施設数 
立入検査 

計画数（a） 

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

日１回業種 １７７ ４５，８４３ ４７，０３５ １０２.６％

週２回業種 ４ ３８０ ３７６ ９８.９％

月１回業種 ２６ ３１２ ３９２ １２５.６％

年４回業種 １ ４ ４ １００.０％

合 計 ２０８ ４６，５３９ ４７，８０７ １０２.７％
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（３）食品専門監視担当（保健所支所職員の同行を含む。） 

   広域流通食品取扱施設や大規模食品製造施設、南部市場内施設に立ち入り、食品の衛生

的な取扱い等について指導しました。 

（４）官能検査 

  ア 食品衛生法 

    合計検査数は魚介類（２５，２９７件）、野菜類果物及びその加工品（２０，４４５

件）、魚介類加工品（１７，０３２件）の順に多い結果となりました。 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検査数 ３７，６４６件 ６３，３８２件 ３，２５２件 １０４，２８０件

違反数 ０件 ０件 ０件 ０件

違反率 ０.００％ ０.００％ ０.００% ０.００％

イ 食品表示法 

  平成2８年度から、食品安全課（食品専門監視担当及び食品表示担当）では品質事項

に関する検査等も実施しています。衛生事項の検査数は、水産物（２４，１４１件）が

最も多く、品質事項の検査数も水産物（１．９５４件）が最も多い結果となりました。 

  指導数については、衛生事項は加工魚介類（８６件）が最も多く、品質事項は野菜加

工品と加工魚介類（各４件）が最も多い結果となりました。 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 
食品安全課 計 

検査数
衛生事項 ２３，６９５件 ６３，０７８件 ６，０２１件 ９２，７９４件

品質事項 ― ― ７，２４６件 ７，２４６件

指導数
衛生事項 １５８件 １６１件 ３６件 ３５５件

品質事項 ― ― １９件 １９件

指導率
衛生事項 0.６７% 0.2６% 0.６０% 0.３８%

品質事項 ― ― 0.２６% 0.２６%

※衛生事項：保存方法、添加物、アレルゲン、消費（賞味）期限、製造者等に係る表示事項 

  品質事項：名称、原材料、原産地、内容量、食品関連事業者等に係る表示事項 

 施設数 
立入検査 

計画数（a）

立入検査 

延べ施設（b）

実施率 

（b/a） 

Ａ(年２回) １６３ ３２６ ２７８ ８５.３％

Ｂ(年１回) １００ １００ ８０ ８０.０％

Ｃ(実情に応じて) １５０ ３７ ８４ ２２７.０％

地方卸売市場南部市場 ６４ ２，９８５ ２，６１０ ８７.４％

合 計 ４７７ ３，４４８ ３，０５２ ８８.５％
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２ 食品等の検査結果 

検査実施機関：健康安全研究所・市場食品衛生検査所

（１） 収去検査 

    前年度とほぼ同程度の検体数、検査項目数の検査を行いました。違反の２検体は輸入

食品の表示違反で、輸入者を管轄する自治体へ通報しました。 

※その他：自然毒、混濁・沈殿等の検査項目 

（２）収去以外の検査  

  ア 買上げ等の検査 

    前年に引き続き、あゆの水銀等や、食品中の放射性物質について基準値を超えたもの

はありませんでした。 

 検体 検査項目 検体数 検査項目数 違反数

提供 多摩川生息あゆ 水銀等 ３検体 ３３項目 ０検体

買上げ 
国産食品 

（魚介類加工品、酒精飲料等） 放射性 

物質 

２９検体 ２９項目 ０検体

提供 

（卸売市場） 
国産食品（農産物、水産物） ８５検体 ８５項目 ０検体

イ ふきとり検査 

  手指や器具等についてふきとり検査を行い、必要に応じて指導を実施しました。 

区役所保健福祉センター 

（保健所支所） 

市場食品衛生 

検査所 

食品専門 

監視担当 
合 計 指導数 

３４７検体 ６７検体 ３５検体 ４４９検体 ４１件

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品 

衛生検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

検体数 １，３４０検体 ３８２検体 １１８検体 １，８４０検体

検査項目総数 １０，２３４項目 ３，４３０項目 １，０５７項目 １４，７２１項目

微生物学検査 ７，８５３項目 １，７２４項目 ６６２項目 １０，２３９項目

理化学検査 ２，３４８項目 １，７０３項目 ３９５項目 ４，４４６項目

その他 ３３項目 ３項目 ０項目 ３６項目

違反数 ２検体 ０検体 ０検体 ２検体
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３ 監視指導計画に基づく一斉監視結果 

（１） 夏期食品一斉監視

・実施期間 平成３０年７月１日から８月３１日まで 

・立入検査施設数 １２，６６３施設 

★ 夏期食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

（２）年末（冬期）食品一斉監視 

・実施期間 平成３０年１２月１日から１２月３１日まで 

・立入検査施設数  ７，０２７施設 

★ 年末（冬期）食品一斉監視指導結果 ⇒ 川崎市ホームページ参照 

４ その他 

（１） 苦情届出件数 

食品の区分ごとに苦情を分類すると「肉・卵類及びその加工品」「複合調理食品」に

関する苦情が最も多く（２９件）、内容ごとに苦情を分類すると「有症苦情」に関する

苦情（５７件）が最も多く寄せられました。 

（２） 食中毒発生状況（事件数：１６件、患者数：６２人、死亡者数：０人） 

 病因物質はアニサキス８件、カンピロバクター３件、ウェルシュ菌２件、セレウス菌１

件、腸管出血性大腸菌１件、腸炎ビブリオ１件でした。 

発生月 
原因 
施設 

患者数
原因食品 
（推定含む） 

病因物質 措置 

１ 5 月 飲食店 1人 
5月 12日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止

1日間 

２ 5 月 家庭 1人 
シメサバ、アジの刺

身 
アニサキス なし 

３ 5 月 家庭 1人 
シメサバ、アジの刺

身 
アニサキス なし 

４ 6 月 飲食店 3人 
6月 14日昼に提供

された食事 
ウェルシュ菌 

営業停止

2日間 

５ 6 月 飲食店 1人 
6月 24日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止

１日間 

6 7 月 飲食店 5人 
7月 11日に提供さ

れた食事 
カンピロバクター

営業停止

2日間 

区役所保健福祉センター

（保健所支所） 

市場食品衛生

検査所 

食品専門 

監視担当 
計 

食品に関するもの １５９件 １件 ２件 １６２件

施設に関するもの ５４件 ０件 ０件 ５４件

合計 ２１３件 １件 ２件 ２１６件
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7 8 月 飲食店 4人 
8月 2日、5日、6

日に提供された食事 

腸管出血性大腸菌

O157 

営業停止

3日間 

8 8 月 飲食店 1人 
8月 25日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止

1日間 

9 9 月 飲食店 15人
8月 31日～9月 2

日に提供された食事 
腸炎ビブリオ 

営業停止

3日間 

10 9 月 家庭 1人 イナダの刺身 アニサキス なし 

11 9 月 飲食店 1人 
9月 26日に提供さ

れた食事 
アニサキス 

営業停止

1日間 

12 10月 給食施設 5人 
10月 14日に提供

された食事 
セレウス菌 

給食停止

1日間 

13 11月 飲食店 6人 
11月 16日に提供

された食事 

カンピロバクタ

ー・ジェジュニ 

営業停止

3日間 

14 1 月 飲食店 9人 
1月 16日に提供さ

れた食事 
ウェルシュ菌 

営業停止

2日間 

15 2 月 家庭 1人 
本マグロ刺身、金目

鯛刺身 
アニサキス なし 

16 ３月 飲食店 ７人 
３月２７日に提供さ

れた食事 

カンピロバクタ

ー・ジェジュニ 
なし 

（３） 食中毒等調査 

   市内、市外の食品取扱施設を原因施設とする食中毒（疑いを含む）等が 

  発生し、市民が利用している場合は、健康状態や喫食状態や喫食内容等の 

  調査を実施しました。 

 件数 人数 

市外から依頼があったもの ８４件 １４１人

市内で探知したもの １１１件 ３０３人

合 計 １９５件 ４４４人
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（４） 衛生教育 

   営業者を含む食品取扱従事者のほか、市民グループなどを対象に、食品 

衛生についての講習会や体験学習等を実施しました。 

対 象 件数 人数 

食品取扱従事者 １０５件 ５，６２４人

市民グループ等 ３３件 ９１９人

合 計 １３８件 ６，５４３人

（５）啓発 

・ 食品衛生月間（期間 平成３０年８月１日から平成３０年８月３１日まで）、食中毒

警報（期間 平成３０年７月１９日から平成３０年１０月１８日まで）及びノロウイ

ルス食中毒警戒情報（期間 平成３０年１１月１２日から平成３１年３月３１日まで

）について啓発（区役所庁舎及び中央卸売市場食品衛生検査所への懸垂幕掲示等） 

・ Ｊリーグ試合会場（等々力競技場）での啓発資材配布 

期間 平成３０年１１月３日 

・ 川崎市営バスでのポスター掲示（食肉の加熱に関する注意喚起） 

期間 平成３０年７月３１日から平成３０年８月３０日まで 

  ・ ラジオ番組「ＦＭかわさき わが家の危機管理 今週のワンポイント」 

    期間 平成３０年８月６日放送 

（夏場の食中毒予防について） 

    期間 平成３０年９月１７日放送 

       （有毒植物に気をつけて） 

    期間 平成３０年１１月１９日放送 

（ノロウイルス食中毒に気をつけて） 


